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神川町災害時避難行動要支援者制度のご案内
問合せ　町民福祉課　福祉担当　☎ 0495-77-2112　FAX0495-77-2117

　神川町では、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方、障がいをもつ方な

どが、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするために「神川町災

害時避難行動要支援者制度」を策定しています。

　これは、それぞれの地域における自助（自分の身は自分で守る）および共助（助け

合い）を基本として要支援者の支援体制を整備し、安心して暮らせるまちづくり・地

域づくりを目指すものです。

【要支援者とは】

　右記の①から⑦のいずれかに該当する方のうち、

災害時に地域での支援を希望する方で、支援を受

けるために必要な個人情報を地域支援者、民生委

員・児童委員、消防署、警察署、社会福祉協議会（以

下「地域支援者等」と言います。）へ提供することに

同意した方です。

　施設等に長期で入所している方は対象になりませ

ん。

【登録台帳の活用】

　登録台帳には、氏名・住所・性別・生年月日・電話番号・家族構成（人数）・緊急時の家族の連絡先・その他支援

活動を円滑にすすめるために必要な事項・地域支援者を記載します。登録台帳は地域支援者等に提供され、

次の支援のために活用されます。

　 ●災害時における避難誘導、救出活動、安否確認 等

　 ●日常生活において行う声かけ、相談 等

【登録の申込み方法】

　７５歳以上の方で構成されている世帯の方のところには、地域の民生委員・児童委員が訪問し、この制度へ

の登録希望の有無を伺います。

　その他、上記①から⑤に該当する方で、登録希望の方は地域の民生委員・児童委員へ申し出てください。登

録申請書を持って訪問します。

　この制度に登録するには、地域支援者を２名程度選定していただきます。

【注意事項】

　民生委員・児童委員の改選がある3年ごとに登録台帳の見直しを行っています。すでに登録されている方

につきましても、今回あらためて登録をお願いします。

※上記①から⑤に該当する方は、改めてお申し出ください。

【地域支援者とは】

　災害時に要支援者のもとにかけつけることができる隣近所の人など、地域で一緒に暮らす人です。地域支

援者には、できる範囲での支援をお願いするもので、災害時の避難支援において義務や責任を伴うものでは

ありません。

回 講座名 日時 場所 講師

１
開級式
趣味講座
「つまみ細工」 （材料費 400 円）

7月28日（金）
午後1時30分～3時

中央公民館
講座室 A

おかりこ
山口 好美 先生

２
スポーツ講座
身体をリフレッシュ
「ヨガ体験」

9月15日（金）
午後1時30分～3時

就業改善センター
大会議室

ヨガインストラクター
赤羽 美也子 先生

３
人権講座
「かみかわハートフルデイ２０２3」

10月開催予定
中央公民館
ホール

未定

４
ふるさと歴史講座
「神川偉人セミナー」
生きがい学級共催

11月24日(金)
午後1時30分～3時30分

中央公民館
講座室 A

生涯学習課
文化財担当職員

５

教養講座
健康づくりの 「e スポーツ体験」
生きがい学級共催
閉級式

1月18日（木）
午前10時30分～12時
午後1時30分～3時
どちらかに参加

就業改善センター
大会議室

日本薬科大学
大上 哲也 教授

町民学級参加者募集（全５回）
問合せ　生涯学習課　生涯学習担当　☎０４９５-７７-4651　FAX０４９５-７７-5066

　家庭や地域生活に必要な知識を身につけ、一人ひとりが自分らしく生きることができるよう、教養・趣味・人

権・歴史・スポーツの分野を学習します。

【対象】　神川町在住・在勤で原則全回参加できる方（全講座に参加出来ない方はご相談ください。）

【定員】　20名　　　【参加費】　無料（材料費実費）　　　【主催】　神川町教育委員会

【申込】　7月21日（金）までに、生涯学習課へお申込みください。

※内容等が一部変更になる場合があります。（予定の講座は決まり次第お知らせします。）

問合せ　地域振興課　庶務担当　☎０274-52-3271　FAX0274-52-2848

町営中居住宅入居者募集

【募集戸数】1階1戸　２階4戸　　【所在地】下阿久原１０５５番地１

【住宅使用料】月額４５,０００円（他に共益費３,０００円）

                 ※１８歳以下のお子さんを養育中の場合は最大２万円の減免措置が
　　　　　　　　　　　 あります。

【敷金】月額使用料(減免前)の３か月分

【入居資格】①現に同居または同居しようとする親族があること。

　　　　　　　 ②入居しようとする世帯全員の合計所得月額が１５万８千円

                  以上４８万７千円以下であること。

　　　　　　　 ③町税などを完納し得る能力を有し、現に滞納がないこと。

　　　　　　　 ④暴力団員でないこと。

　　　　　　　 ※単身者の方でも条件により入居可能です。詳細はお問合せください。

【申込方法】入居申込書に必要書類を添付し、神泉総合支所窓口へ提出

【募集締切・入居期間】随時

【その他】平日は室内見学もできますので、お気軽にお問い合わせください。

　　　　　　（午前９時から午後４時まで）

　　　　　　室内見学を希望する方は事前に連絡をお願いします。

間取り図（一例）

外観

①身体障害者手帳１～３級を所持する方

②療育手帳Ⓐ・Aを所持する方

③精神保健福祉手帳１級を所持する方

④要介護認定３～５を受けている方

⑤町の生活支援を受けている難病患者の方

⑥７５歳以上の方で構成されている世帯の方

⑦その他町長が必要と認めた方


